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第１章 はじめに 

１. 計画の背景と目的 

本市は、昭和 30（1955）年の市制施行時に約 3.6 万人であった人口が、昭和 49（1974）

年に 13 万人を超え、昭和 60（1985）年には約 13.7 万人とピークを迎えました。 

この急激な人口の増加に対応するため、多くの公共施設が昭和 50 年代から 60 年代にかけ

て整備され、その数は現存する公共施設の約半数にのぼっています。 

昭和 60（1985）年以降、人口は減少に転じ、今後も人口減少と少子高齢化が進むと考えら

れています。人口の増加時期に整備を進めた公共施設の多くは老朽化が進み、更新時期を迎え

ようとしていますが、人口減少・少子高齢化の時代においては、税収の減少や公共施設に対す

るニーズの変化などにより、今後の公共施設等のあり方を検討する必要があります。 

そんな中、平成 25（2013）年 11 月、国において「インフラ長寿命化基本計画」が策定さ

れ、インフラを管理・所管する者に対し、当該施設の維持管理や更新を着実に推進するための

行動計画や施設ごとの個別計画の策定が求められました。 

また、平成 26（2014）年 4 月には、総務省から「公共施設等総合管理計画の策定にあた

っての指針」が示されたことを受け、本市においても平成 27（2015）年 5 月、「松原市公共

施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）を策定し、公共施設マネジメントの取

組（長期的な視点をもって、市が保有する施設を最適に維持管理・有効活用することで、市民

サービスの維持・向上と安定した財政運営を両立させるための取組）を推進しています。 

「松原市個別施設計画（上下水道編）」（以下「本計画」という。）は、インフラ長寿命化基本

計画に基づく施設分類ごとの個別計画として、総合管理計画を推進していくために策定するも

のです。 
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２. 計画の位置づけ 

本計画は、平成 27（2015）年 5 月に策定した総合管理計画を上位計画とする、施設分類

ごとの個別計画として位置づけられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 1-2-1 計画の位置づけ】 

 

 

３. 計画期間 

公共施設マネジメントの推進には、長期的な視点が不可欠となります。 

本計画の上位計画となる総合管理計画の計画期間は、平成 26（2014）年度から令和 26

（2044）年度までの約 30 年間となっており、第 5 次総合計画と整合を図りつつ、上位・関連

計画や社会情勢の変化などに対応して見直しを行っていくこととしています。 

本計画においても、中長期的な視点を持ちつつ、実際の施設の維持管理にあたっては、短期で

の取組を整理することが重要と考えられます。そこで、令和３（2021）年度から令和 12（2030）

年度までの原則 10年間を本計画の計画期間として設定します。 

なお、社会情勢の変化や上位計画である総合計画の策定、取組の進捗状況等も考慮し、必要に

応じて計画内容の見直しを行います。 
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４. 計画の対象施設 

本計画では、下表に示す上下水道施設を対象とします。 

上下水道施設は 6施設となっております。 

 

【表 1-4-1 計画の対象施設】 

中分類 施設名称 所在地 建築年 延床面積（㎡） 管理形態 

上下水道施設 

天美ポンプ場 天美東 3丁目 405 
平成 3年 

（1991年） 
1,258.90 直営 

阿保浄水場 阿保 5丁目 20-4 
昭和 35年 

（1960年） 
711.56 直営 

天美我堂配水場 天美我堂 3丁目 124-3 
昭和 50年 

（1975年） 
445.00 直営 

丹南浄水場 丹南 2丁目 241 
昭和 57年 

(1982年) 
1,573.04 直営 

清堂川ゲート（１）操作室 岡 1丁目 338-1 
昭和 62年 

（1987年） 
21.00 直営 

清堂川ゲート（２）操作室 岡 1丁目 116 
平成元年 

（1989年） 
14.19 直営 

 

天美ポンプ場 阿保浄水場 天美我堂配水場 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

丹南浄水場 清堂川ゲート（１）操作室 清堂川ゲート（２）操作室 

 

 

 

 

 

 

  

【写真 1-4-1 計画の対象施設】 
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５. 対象施設の立地状況 

各施設の位置は下図に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 1-5-1 上下水道施設の配置状況】 
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第２章 施設の目指すべき姿 

１. 上位計画 

本施設分類における、上位計画で示す施設の位置づけや取組の方向性について整理します。 

１）上位計画 

（１）松原市公共施設等総合管理計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）関連計画 

（１）松原市新バリアフリー基本構想（平成 25 年３月） 

河内天美駅周辺地区 布忍駅周辺地区 高見ノ里駅周辺地区 河内松原駅周辺地区 

 

 

2.2公共施設等の管理に関する基本的な考え方（抜粋） 

＜基本的な方針＞ 

①財政や人口規模に応じた施設総量の縮減 

施設を更新する際には、支出可能な財政規模と将来的な人口規模を考慮して、施設総量を縮減する
ことを基本とします。 

②新規整備の抑制や費用対効果を考慮した更新 

予防保全による施設の長寿命化や既存施設の有効活用を図ることで新規整備を抑制するとともに、
費用対効果を考慮して施設の更新を行います。 

③施設の複合化や効率的な運営の推進 

学校等を含めた施設の複合化によって、機能を維持・向上しつつ施設総量を縮減するとともに、管理・
運営についても効率化をします。 

＜実施方針＞（抜粋） 

①点検・診断等の実施方針 

資産を適切に利用するため、対処療法的な事後保全ではなく計画的な予防保全の視点から点検・診
断するための項目や方法等を整理したうえで実施する必要があります。 
点検・診断した結果・記録はデータベース化し、情報として蓄積して、今後のメンテナンスに活用してい
くことにより、効率的・効果的なマネジメントと PDCAサイクルの実現を図っていきます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

日常的・定期的な点検・診断結果に基づいて維持管理・修繕・更新を実施することにより、機能を維持
していく必要があります。 
また、今後の維持管理等においては指定管理者制度の促進や PPP/PFI等の事業手法を用いた民間
活力の導入に向けた検討も行っていきます。 

③安全確保の実施方針 

日常的・定期的な点検・診断結果に基づいて、資産の劣化状況を把握するとともに、災害等に備え安
全性を確保する必要があります。 
また、データベース化された点検・診断結果から、劣化・損傷など安全面での危険性が認められたも
のについては、費用面・利用状況・優先度などを踏まえて、修繕・更新などにより安全性の確保を図っ
ていきます。 

④耐震化の実施方針 

耐震診断の結果を踏まえて、耐震化が十分でないものについては、耐震化に要する費用や利用状況
を考慮しつつ、耐震化を実施します。 

⑤長寿命化の実施方針 

大規模改修されておらず今後も保持する公共施設については、費用面や利用状況を考慮しつつ大規
模改修を実施し、長寿命化を推進することで長期的な視点で更新コストの縮減を図る必要がありま
す。 

⑥公共施設における統合や廃止の推進方針 

人口の推移や財政状況を考慮し、公共施設（機能）の集約、廃止、複合化を進めるため全庁的な観点
から公共施設の再編を進めていきます。 

⑦総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

このようなアセットマネジメント※の取組を推進するため、横断的な体制の構築を検討します。 
 
※ アセットマネジメント：公共施設等を一元的に把握して、将来の費用負担を推計し、そのうえで、老朽化した施設の統廃合や余剰施設 

の複合的な活用などを行い、一定の行政サービスを維持しつつ、長期的な財政支出の削減を図る取組 
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第３章 上下水道施設の現状 

１. 対象施設の概要 

対象施設の概要や利用状況、コスト状況について整理します。 

１）施設の概要 

各施設の概要は下表に示すとおりです。 

 

【表 3-1-1 対象施設の概要と利用状況】 

施設名称 概要と利用状況 

天美ポンプ場 

内水氾濫対策として、降雨時に第 2今井戸川の水の一部を大和川に強制放流す

るための施設です。 

一般利用のない施設です。 

 

阿保浄水場 

市内北東部にあり、市内へ水道水を配水するための施設です。災害時の応急給

水拠点としての機能を有しています。 

一般利用のない施設です。 

 

天美我堂配水場 

市内西部にあり、市内へ水道水を配水するための施設です。災害時の応急給水

拠点としての機能を有しています。 

一般利用のない施設です。 

 

丹南浄水場 

市内南部にあり、市内へ水道水を配水するための施設です。災害時の応急給水

拠点としての機能を有しています。 

一般利用のない施設です。 

 

清堂川ゲート（１）操作室 

浸水対策で、降雨時に清堂池や宮池の水位を調整するゲートを操作するための

施設です。 

一般利用のない施設です。 

 

清堂川ゲート（２）操作室 

浸水対策で、降雨時に清堂池や宮池の水位を調整するゲートを操作するための

施設です。 

一般利用のない施設です。 
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２）コスト状況 

各施設のコスト状況は下表に示すとおりです。 

歳入は、施設の管理・運営に係る使用料、手数料及び補助金等の合計です。 

歳出は、施設の維持管理経費（人件費や光熱水費など）、事業運営費及びその他のコストの合計

です。 

【表 3-1-2 対象施設のコスト状況】 

 

 

 

  

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

天美ポンプ場 0.0 0.0 43,705.5 39,859.6

阿保浄水場 0.0 0.0 5,420.5 5,402.1

天美我堂配水場 0.0 0.0 5,683.0 5,689.5

丹南浄水場 0.0 0.0 97,959.1 99,698.7

清堂川ゲート（１）操作室 0.0 0.0 29.0 68.1

清堂川ゲート（２）操作室 0.0 0.0 461.0 409.7

施設名称

歳入 歳出（千円） （千円） 
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２. 対象施設の劣化状況 

令和元（2019）年度、本計画の策定に先立ち実施した、劣化診断調査の方法と結果について

整理します。 

１）建物劣化診断の方法について 

（１）机上調査 

現地での劣化診断調査に先立ち、既存資料（図面、法定点検結果等）を机上で確認し、各施

設の概要や現状、仕上げや主要な設備等の状況等を事前に確認しました。 

 

（２）施設管理者ヒアリング 

劣化診断調査に先立ち、施設管理者にヒアリングシートを配布し、「日常的な不具合」や「漏

水やクラック、剥離落下などの重大な不具合」、「設備の運転状況」、「修繕や更新を望む部位」

などを確認しました。 

 

（３）劣化診断調査（現地調査） 

劣化診断調査は、原則、建物内の主たる施設と屋上、外回りについて、一級建築士が行った

部位ごとの目視による点検を基本とし、部分的に触手及び打診調査を実施しました。 

 

【表 3-2-1 建物劣化診断評価の定義】 

ランク 評価内容 

A：ほぼ健全 

B：軽微な劣化 

C：修繕最適 

D：早急な対処要 

E：要詳細調査 

－：対象設備無 

特に修繕上問題となる事項なし 

経年相応の軽微な劣化が見られる（要経過観察） 

数年内で修繕が望まれる（計画最適時） 

安全面や快適性の維持のため、早期の修繕が必要 

要詳細調査（目視だけでは判断が困難な場合） 

点検対象外 

 

各項目における劣化診断調査の結果は、代表部位の劣化評価を反映しています。各項目の

代表部位は下表内の部位に赤字で示しています。 

 

【表 3-2-2 建物劣化診断項目・部位】 

項 目 部 位 

外部仕上 屋根(葺材/防水/ルーフドレイン/笠木/金物)、外壁(シーリング)、外部開口部、外部天井、外部雑 

内部仕上 内部床、内壁、内部開口部、内部天井、内部雑 

電気設備 受変電、幹線・動力、電灯コンセント、照明器具、情報通信、情報表示、防災、避雷針 

衛生・消防設備 給水、給湯、排水、衛生器具、ガス、消火、スプリンクラー、屋内消火栓、消火水槽 

空調設備 熱源、空調、ダクト、自動制御、配管、換気 

搬送設備 昇降機 

※外部仕上の評価は、2 つの代表部位のうち評価の悪い方を反映しています。 
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２）建物劣化診断の結果 

各施設の劣化診断結果は下表に示すとおりです。 

 

 

 

 

【表 3-2-3 対象施設の劣化診断結果】 

施設情報 劣化評価 

施設名称 棟名称 建築年月 
延床面積 

(㎡) 
構造 

外部 
仕上 

内部 
仕上 

電気 衛生 空調 搬送 

天美ポンプ場 管理棟 平成 3年 5月 1,258.90 RC C C B B B ― 

阿保浄水場 

第 1電気・次亜室 平成 24年 4月 51.47 S B B B B B ― 

仮眠・休憩室 昭和 63年 4月 35.42 W B B ― B ― ― 

管理棟 昭和 35年 4月 347.75 RC B B ― ― ― ― 

次亜室 昭和 52年 4月 34.00 RC C B ― ― ― ― 

塩水室 平成元年 4月 5.60 RC B B ― ― ― ― 

材料倉庫 昭和 55年 4月 26.32 W B B ― B ― ― 

ポンプ室 昭和 39年 4月 211.00 S C B B B ― ― 

天美我堂配水場 昭和 50年 4月 445.00 RC D D B B B ― 

丹南浄水場 

管理棟 昭和 57年 4月 1,253.00 RC C C B B B ― 

旧管理棟 平成 3年 4月 303.48 S B C ― B B ― 

次亜注入室 平成 11年 4月 25.00 RC C B B B B ― 

清堂川ゲート（１）操作室 昭和 62年 3月 21.00 RC B B B B ― ― 

清堂川ゲート（２）操作室 平成元年 3月 14.19 RC B B B B ― ― 

※1 ここで示す延床面積は、劣化診断調査の対象になった棟の面積です。規模の小さな倉庫等の面積は含まないので、 

【表 1-4-1 計画の対象施設】の延床面積とは異なる場合があります。 

※2 清堂川ゲート（１）操作室及び清堂川ゲート（２）操作室については、小規模建物のため劣化診断調査の対象外としています。 

劣化評価は建築年数から行っています。 

 

  

＜構造＞ 

RC：鉄筋コンクリート造、S：鉄骨造、SRC：鉄筋鉄骨造、LS：軽量鉄骨造、 

HS：軽量鉄骨造（制震鉄骨軸組構法）、W：木造 
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３. 現状のまとめ 

前項までの調査結果等を踏まえ、今後の施設の維持管理に係る計画を策定するにあたり、公共

性、有効性、代替性、効率性の視点から現状を以下に整理します。 

 

 

 

【表 3-3 対象施設の現状のまとめ】 

天美ポンプ場 

◆公共性 

・下水道法 
 

◆有効性 

・内水氾濫対策として、降雨時の内水を強制的に排除する施設として活用しています。 

 

◆代替性 

・市内に類似性を持つ公共施設はありません。 

 

◆効率性 

・施設の運転、監視、点検、整備業務を民間事業者に委託し、施設には委託業者の担当者が常駐しています。（市職

員は常駐していません。） 

 

阿保浄水場 

◆公共性 

・水道法 

 

◆有効性 

・水道水の配水を行う施設として活用しています。 

・敷地内にある施設のほとんどが機能を廃止しており、適正に施設を除却し敷地を有効活用する必要があります。 

・令和 4（2022）年度に仮眠・休憩室、次亜室、塩水室及び材料倉庫を撤去する予定です。 

・令和 5（2023）年度に管理棟を撤去する予定です。 
 

◆代替性 

・本施設を含め、市内には配水を行う市の施設が 3施設あります。 

 

◆効率性 

・集中監視システムにより、各機場の設備を市庁舎で運転監視しており、無人で運用しています。夜間及び休祝日

の運転監視を民間事業者に委託しています。 

・週に 2回（市職員 1回・委託業者 1回）、各施設を巡回して現場点検を実施しています。 

 

天美我堂配水場 

◆公共性 

・水道法 

 

◆有効性 

・水道水の配水を行う施設として活用されています。 

 

◆代替性 

・本施設を含め、市内には配水を行う市の施設が 3施設あります。 
 

◆効率性 

・集中監視システムにより、各機場の設備を市庁舎で運転監視しており、無人で運用しています。夜間及び休祝日

の運転監視を民間事業者に委託しています。 

・週に 2回（市職員 1回・委託業者 1回）、各施設を巡回して現場点検を実施しています。 

 

 

公共性：法令等により設置根拠があるか  有効性：利用状況・今後の利用見込 

代替性：同機能・同種の施設があるか   効率性：コスト削減の取組や民間事業者等の活用状況 
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丹南浄水場 

◆公共性 

・水道法 

 

◆有効性 

・水道水の配水を行う施設として活用されています。 

・平常時に限れば丹南浄水場のみの能力で市全体へ配水することが可能です。 

 

◆代替性 

・本施設を含め、市内には配水を行う市の施設が 3施設あります。 

 

◆効率性 

・集中監視システムにより、各機場の設備を市庁舎で運転監視しており、無人で運用しています。夜間及び休祝日

の運転監視を民間事業者に委託しています。 

・週に 2回（市職員 1回・委託業者 1回）、各施設を巡回して現場点検を実施しています。 

 

清堂川ゲート（１）操作室 

◆公共性 

・河川法 

 

◆有効性 

・清堂池及び宮池の水位を調整するためのゲートです。日常的に人が出入りする施設ではありません。 

 

◆代替性 

・本施設を含め、市内には池の水位を調整するためのゲートが 2施設あります。 

 

清堂川ゲート（２）操作室 

◆公共性 

・河川法 

 

◆有効性 

・清堂池及び宮池の水位を調整するためのゲートです。日常的に人が出入りする施設ではありません。 

 

◆代替性 

・本施設を含め、市内には池の水位を調整するためのゲートが 2施設あります。 

 

 

  



 

12 

 

第４章 長寿命化実施計画 

１. 取組 

本市では、「第３章 ３．現状のまとめ」を踏まえ、主に以下の取組を実施します。 

 

【表 4-1-1 主な取組イメージ】 

取組 
取組の内容 イメージ 

施設（ハード） 施設機能（ソフト） 取組前 取組後 

長寿命化 

大規模改修等、適切な維持管理

や耐震化、バリアフリー化などの

施設整備を図ります。 

機能やサービスに変更はありませ

ん。 

  

建替 

（集約建替を含

む） 

＜建替＞ 

老朽化が進み、大規模改修等が

困難な場合、施設を建て替えま

す。 

機能やサービスに変更はありませ

ん。 

  

＜集約建替＞ 

老朽化が進み、大規模改修等が

困難な複数の施設がある場合、

機能を集約して一つの施設にまと

め、施設を建て替えます。 

基本的な機能やサービスが大きく

変更になることはありませんが、

提供場所が変わる場合がありま

す。 

  

廃止 

老朽化の進んだ施設や、機能の

役目を終えた施設を廃止します。

今後市では更新を行いません。 

機能やサービスの提供を停止しま

す。 

  

 

 

  

大規模改修等 

適切な維持管理 

建替 

旧施設は、他に用途が

無い場合廃止 

廃止 
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２. 使用目標年数の考え方 

今後も、松原市が保有する公共施設を計画的に保全していくためには、目標とする使用年数を

設定し、建替時期を見据えた取組が必要です。 

上位計画である「総合管理計画」の「2.2 公共施設等の管理に関する基本的な考え方」でも

示すとおり、計画的な保全に取り組むことにより、70 年を目標に長期使用を図っていくことと

します。なお、木造及び軽量鉄骨の公共施設については、50 年を目標に長期使用を図っていく

こととします。 

 

既存の建物について、建物の状態等から長期の使用が適切ではないと判断された場合や財政面

等から効果的な投資が可能と判断できた場合には、上記に関わらず整備時期を前倒しするなど、

実態に即した施設の整備を検討します。 

 
  

【目標耐用年数について】 

耐用年数について、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）によると、鉄筋コンクリート

造や鉄骨造で普通の品質の場合、代表値は 60年、上限値は 80年とされています。 

「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会編著） 

＜建築物全体の望ましい目標耐用年数の級＞ 
 

構造 

 

 

用途 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 
鉄骨造 

ブロック造 

れんが造 
木造 

高品質の 

場合 

普通の品質

の場合 

重量鉄骨造 

軽量鉄骨 高品質の 

場合 

普通の品質

の場合 

学校、庁舎 Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ040 以上 Ｙ060 以上 Ｙ060 以上 

住宅、事務所、病

院 

Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ040 以上 Ｙ060 以上 Ｙ040 以上 

 

＜目標耐用年数の級区分例＞ 
 

目標耐用年数 

級 
代表値 範囲 下限値 

Ｙ0100 100 年 80～120 年 80 年 

Ｙ0 60 60 年 50～80 年 50 年 

Ｙ0 40 40 年 30～50 年 30 年 
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３. 施設整備に関する基本的な考え方 

今後、市が保有する公共施設に対して修繕等を実施していくにあたり、以下の視点等を踏まえ

て、どの施設から対応していくかを検討し、優先性の高い施設から取り組んでいくこととします。 

 

１）判断基準 

◆視点 

①利用者の安全確保の視点から、老朽化の著しい施設の修繕等を優先します。 

②財政の視点から、規模が大きく修繕の費用が多く見込まれる施設の修繕等を優先します。 

③防災の視点から、災害時に活用される施設の修繕等を優先します。 

④法律・政令で義務づけられている必要不可欠な業務を行う施設（行政系施設、学校教育系施

設等）の維持を優先します。 

⑤代替機能の確保が難しい施設は、計画的な保全を行い、老朽化している場合は長寿命化のた

め必要な大規模改修を実施します。 

 

◆優先度指標 

優先度指標として、施設の「老朽度ランク」

と「重要度ランク」を用いて、ポートフォリオ

分析を行い、施設別の優先性を設定します。 

老朽度が高く、重要度も高い施設を優先性の

最も高い１位のカテゴリーとし、老朽度が低

く、重要度も低い施設を優先性の最も低い 30

位のカテゴリーとして設定します。その間につ

いては、老朽度を優先して、２～29位を設定 

します。 

  

A 6 5 4 3 2 1

B 12 11 10 9 8 7

C 18 17 16 15 14 13

D 24 23 22 21 20 19

E 30 29 28 27 26 25

ｆ ｅ ｄ ｃ ｂ ａ

施設別の優先性

重要度ランク

老
朽
度
ラ
ン
ク
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●老朽度ランク 

施設の老朽度ランクは、施設の老朽状況と劣化状況の合計とします。 

施設の建築年数から老朽状況（築年数）を、施設の劣化診断調査結果の劣化評価における C 評

価以下の数から劣化状況をそれぞれ点数化し、その合計点でランクを区分します。 

 

【表 4-3-1 老朽度ランク】           【表 4-3-2 老朽状況】 

老朽度 
ランク 

区分 

Ａ 老朽状況、劣化状況の合計点が 20点以下 

Ｂ 老朽状況、劣化状況の合計点が 30～40 点 

Ｃ 老朽状況、劣化状況の合計点が 50～60 点 

Ｄ 老朽状況、劣化状況の合計点が 70～80 点 

Ｅ 老朽状況、劣化状況の合計点が 90点以上 

 

 

 

【表 4-3-3 劣化状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●重要度ランク 

施設の規模（延床面積）から区分し、その中でも、避難所等に指定されている施設を高く設定

します。 

 

【表 4-3-4 施設規模等】 

重要度 

ランク 
区分 

a 大規模な施設（3,000 ㎡以上）のうち、避難所に指定されている施設 

b 大規模な施設（3,000 ㎡以上） 

c 中規模な施設（1,000～3,000 ㎡）のうち、避難所に指定されている施設 

d 中規模な施設（1,000～3,000 ㎡） 

e 小規模な施設（1,000 ㎡未満）のうち、避難所に指定されている施設 

f 小規模な施設（1,000 ㎡未満） 

※指定緊急避難場所は、避難所に指定されている施設と同じ区分にしています。 

 

老朽状況 配点 

築 5 年未満 50 

築 5 年以上 10 年未満 40 

築 10年以上 20年未満 30 

築 20年以上 30年未満 20 

築 30年以上 40年未満 10 

築 40年以上 0 

劣化状況 配点 

該当なし 50 

1 項目該当 40 

2 項目該当 30 

3 項目該当 20 

4 項目該当 10 

5 項目以上該当 0 
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２）対象施設の優先性 

対象施設の優先性については以下に示すとおりです。 

【表 4-3-5 対象施設の優先性結果】 

大分類 中分類 NO. 施設名称 
老朽 

状況 

劣化 

状況 

老朽度 

ランク 

重要度 

ランク 

施設別 

優先性 

１１．上下水道施設       

 上下水道施設       

  

1 天美ポンプ場 20 30 50 C d 16 

2 阿保浄水場 0 50 50 C f 18 

3 天美我堂配水場 0 30 30 B f 12 

4 丹南浄水場 10 30 40 B d 10 

5 清堂川ゲート（１）（２）操作室 10 50 60 C f 18 
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４. 施設の方向性・対策の内容 

１）試算方法について 

本計画において、今後それぞれの施設に係る対策費用の試算については、国土交通省大臣官房

官庁営繕部監修、（一財）建築保全センターが編集・発行の「H31年版 建築物のライフサイク

ルコスト 第 2」で示す試算方法に基づき、建物の規模等に合わせてモデル建物を用いて試算す

る「延床面積法」と、建物の部位・部材の平均単価等を使用して試算する「部材入力法」を混在

させて試算する「併用法」を採用しています。 

また、令和元（2019）年度に劣化診断調査の対象とならなかった施設については、総務省公

共施設等更新費用試算ソフトの試算方法に基づき、建物の規模等に合わせて費用単価を設定し、

試算しています。 

なお、本計画で示す対策費用の試算は、国の基準に基づく現時点における概算の費用であり、

施設の状況に応じ見直しを行います。 

 

２）各施設に係る費用について 

各施設について、今後 10 年間の対策費用は以下のとおりです。 

※グラフに表示した値と 10 年間合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。 

 

（１）天美ポンプ場 

天美ポンプ場は築 29 年を経過し、外壁や内部に老朽化の進行が見られますが、洪水対策とし

て必要な施設です。このような状況を踏まえ、必要に応じた修繕を実施し、適切な維持管理に努

めながら長寿命化を図ります。 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機器の設

備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

 
【図 4-4-1 天美ポンプ場の対策費用】 

 

 

 

71,610 

127,594

180,257

107,538

3,168 8,749
1,443 366 739 1,677 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

令和3年

（2021）

令和4年

（2022）

令和5年

（2023）

令和6年

（2024）

令和7年

（2025）

令和8年

（2026）

令和9年

（2027）

令和10年

（2028）

令和11年

（2029）

令和12年

（2030）

天美ポンプ場

建築集計 電気集計 機械集計

（千円） 

＜10 年間合計＞ 
建   築：   372,906 千円 
電   気：    42,035 千円 
機   械：    88,200 千円 
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（２）阿保浄水場（第 1 電気・次亜室） 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機器の設

備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

 

【図 4-4-2 阿保浄水場（第 1 電気・次亜室）の対策費用】 

 

 

 

（３）阿保浄水場（仮眠・休憩室） 

本施設の利用状況等を踏まえ、令和４（2022）年度に撤去を予定しています。 

 

【図 4-4-3 阿保浄水場（仮眠・休憩室）の対策費用】 
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（2023）
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（2024）

令和7年

（2025）

令和8年

（2026）

令和9年

（2027）

令和10年

（2028）

令和11年

（2029）

令和12年

（2030）

阿保浄水場（第１電気・次亜室）

建築集計 電気集計 機械集計

（千円）

＜10 年間合計＞ 
解   体：    37,468 千円 
建   築：           0千円 
電   気：          0 千円 
機   械：          7 千円 

＜10 年間合計＞ 
建   築：      403 千円 
電   気：      393 千円 
機   械：      936 千円 
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（４）阿保浄水場（管理棟） 

本施設は築 60 年を経過し老朽化が進行していることから建物性能が低くなっているほか、施

設の利用状況等を踏まえ、令和 5（2023）年度に撤去を予定しています。 

 

【図 4-4-4 阿保浄水場（管理棟）の対策費用】 

 

 

 

（５）阿保浄水場（次亜室） 

本施設の利用状況等を踏まえ、令和４（2022）年度に撤去を予定しています。 

 

【図 4-4-5 阿保浄水場（次亜室）の対策費用】 
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令和8年

（2026）

令和9年

（2027）

令和10年

（2028）

令和11年

（2029）

令和12年

（2030）

阿保浄水場（次亜室）

解体集計 建築集計 電気集計 機械集計

（千円）

＜10 年間合計＞ 
解  体：   70,100 千円 
建  築：           0 千円 
電  気：      0 千円 
機  械：     35 千円 

＜10 年間合計＞ 
解   体：   35,966 千円 
建   築：         0 千円 
電   気：         0 千円 
機   械：        10 千円 
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（６）阿保浄水場（塩水室） 

本施設の利用状況等を踏まえ、令和４（2022）年度に撤去を予定しています。 

 
【図 4-4-6 阿保浄水場（塩水室）の対策費用】 

 

 

 

（７）阿保浄水場（材料倉庫） 

本施設の利用状況等を踏まえ、令和４（2022）年度に撤去を予定しています。 

 

【図 4-4-7 阿保浄水場（材料倉庫）の対策費用】 
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阿保浄水場（材料倉庫）

解体集計 建築集計 電気集計 機械集計

（千円）

＜10 年間合計＞ 
解   体：   27,842 千円 
建   築：         0 千円 
電   気：         0 千円 
機   械：         0 千円 
 

＜10 年間合計＞ 
解   体：    5,924 千円 
建   築：         0 千円 
電   気：         0 千円 
機   械：         2 千円 
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（８）阿保浄水場（ポンプ室） 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機器の設

備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

また、施設の利用状況等を踏まえ、計画期間内に施設のあり方の検討を行います。 

 

【図 4-4-8 阿保浄水場（ポンプ室）の対策費用】 
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（千円）

＜10 年間合計＞ 
建   築：     5,121 千円 
電   気：     4,829 千円 
機   械：     5,603 千円 
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（９）天美我堂配水場 

天美我堂配水場は築45年を経過し老朽化が進行していることから建物性能が低くなっていま

す。屋根防水や外壁の老朽化の進行で内部にも大きな影響が見られますが、市内全体への水道水

の配水や災害時の応急給水を行う拠点としての機能も有しています。このような状況を踏まえ、

必要に応じた修繕を実施し、適切な維持管理に努めながら長寿命化を図ります。 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機器の設

備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

 

【図 4-4-9 天美我堂配水場の対策費用】 
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＜10 年間合計＞ 
建   築：    5,702 千円 
電   気：    6,510 千円 
機   械：    7,374 千円 
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（１０）丹南浄水場（管理棟） 

丹南浄水場は築 38 年を経過し老朽化が進行していることから建物性能が低くなっています。

屋根防水や外壁の老朽化の進行で内部にも大きな影響が見られますが、市内全体へ水道水の配水

や災害時の応急給水拠点としての機能を有しています。このような状況を踏まえ、必要に応じた

修繕を実施し、適切な維持管理に努めながら長寿命化を図ります。 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機器の設

備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

 
【図 4-4-10 丹南浄水場（管理棟）の対策費用】 
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＜10 年間合計＞ 
建   築：   85,296 千円 
電   気：   28,160 千円 
機   械：   41,472 千円 
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（１１）丹南浄水場（旧管理棟） 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機器の設

備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

 

【図 4-4-11 丹南浄水場（旧管理棟）の対策費用】 

 

 

 

（１２）丹南浄水場（次亜注入室） 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機器の設

備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

 

【図 4-4-12 丹南浄水場（次亜注入室）の対策費用】 
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＜10 年間合計＞ 
建   築：      401 千円 
電   気：      654 千円 
機   械：      680 千円 

＜10 年間合計＞ 
建   築：   4,376 千円 
電   気：   5,460 千円 
機   械：  14,815 千円 
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（１３）清堂川ゲート（１）操作室 

清堂川ゲート（１）操作室は築 33 年を経過していますが、清堂池及び宮池の水位を調整する

ためのゲートであることを踏まえ、必要に応じた修繕を実施し、適切な維持管理に努めながら長

寿命化を図ります。 

計画期間内には大規模改修や建替は見込んでいません。 

 
【図 4-4-13 清堂川ゲート（１）操作室の対策費用】 

 

 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

令和3年

（2021）

令和4年

（2022）

令和5年

（2023）

令和6年

（2024）

令和7年

（2025）

令和8年

（2026）

令和9年

（2027）

令和10年

（2028）

令和11年

（2029）

令和12年

（2030）

清堂川ゲート（１）操作室

建替え集計 大規模改修集計

（千円） 

＜10 年間合計＞ 
建 替 え：     0 千円 
大規模改修：     0 千円 
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（１４）清堂川ゲート（２）操作室 

清堂川ゲート（２）操作室は築 31 年を経過していますが、清堂池及び宮池の水位を調整する

ためのゲートであることを踏まえ、必要に応じた修繕を実施し、適切な維持管理に努めながら長

寿命化を図ります。 

計画期間内には大規模改修や建替は見込んでいません。 

 

【図 4-4-14 清堂川ゲート（２）操作室の対策費用】 
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建 替 え：     0 千円 
大規模改修：     0 千円 
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３）施設の方向性・対策の内容 

各施設について、今後の施設の方向性と対策の内容及び実施時期は以下のとおりです。 

 

【表 4-4-1 対象施設の方向性及び対策の内容】 

 

  

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年

(2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030)

建築

電気

機械

建築

電気

機械

解体

建築

電気

機械

解体

建築

電気

機械

解体

建築

電気

機械

解体

建築

電気

機械

解体

建築

電気

機械

建築

電気

機械

建築

電気

機械

建築

電気

機械

建築

電気

機械

建築

電気

機械

建替

大規模改修

建替

大規模改修

年度別合計 150,399 302,678 253,148 122,954 16,905 12,907 22,487 1,542 4,331 11,325 898,679

（単位：千円）

中分類 施設名称 方針 内容
施設別

合計

上

下

水

道

施

設

天美ポンプ場 長寿命化 503,141

阿保浄水場

（第1電気・次亜室）
長寿命化 1,732

阿保浄水場

（仮眠・休憩室）
廃止 37,475

阿保浄水場（管理棟） 廃止 70,135

阿保浄水場（次亜室） 廃止 35,976

阿保浄水場（塩水室） 廃止 5,926

阿保浄水場（材料倉庫） 廃止 27,842

阿保浄水場（ポンプ室）
長寿命化

（あり方検討）
15,552

天美我堂配水場（管理棟） 長寿命化 19,586

丹南浄水場（管理棟） 長寿命化 154,928

丹南浄水場（旧管理棟） 長寿命化 24,651

清堂川ゲート（２）操作室 長寿命化 計画期間内に建替や大規模改修の見込みなし 0

丹南浄水場（次亜注入室） 長寿命化 1,734

清堂川ゲート（１）操作室 長寿命化 計画期間内に建替や大規模改修の見込みなし 0
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第５章 計画の継続的運用方針等 

１. 情報基盤の整備と活用 

本計画を推進するにあたり、施設の状況や設備改修等の情報をデータベースとして蓄積し、継

続的に収集・整理を行いながら、予防保全の取組に向けた情報基盤の整備を図ります。 

また、今後継続的な点検により施設の劣化状況を把握し、劣化しやすい箇所への重点的な点検

及び管理に向け、公共施設管理システムの導入も検討しながら、予防保全に向けた取組を図りま

す。 

 

２. フォローアップ 

計画の推進にあたっては、PDCA サイクル（Plan（策定）⇒Do（実行）⇒Check（検証）⇒

Action（見直し））に基づき、無駄のない高効率の事業推進を目指します。 

本計画に基づき対象施設の対策事業を推進し、本施設分類の維持管理を実施するとともに、定

期的に施設の管理状況を評価することとします。 

本計画については、社会情勢の変化等に応じて計画を見直す予定です。 

 


